
令和8年5月12日

No. 資料 質問 回答

1

公告 P.4(4)企
画提案書等の提
出 ア、(ｵ)

事業実績調書について、（TECRIS登録された契約書の写し等を添付することと。）とありますが、TECRIS登録内容確認書
のコピーの添付のみで良いでしょうか。それとも契約書のコピーが必要でしょうか。

契約書の写しが必要です。

2

企画提案書作成
要領 P.2
３企画提案書
(1)記載要領等
ア 記載要領
3点目

「様式の規格はA4用紙、横書き、長辺綴じを原則」とありますが、副本の8部については、A4版縦、横書き、カラー、両面
印刷、右側長辺、ホッチキス2か所止めで良いでしょうか。

副本についても、企画提案書作成要領に記載のとおりです。

3

仕様書 P.1
4業務内容(2)シ
ステムの基本要
件

パソコン、スマートデバイスでのライセンス数がそれぞれ10ライセンスとありますが、ゼンリン住宅地図のライセンス数も
10ライセンスと考えて良いでしょうか。

様式第８号（大津市道路施設維持管理システム構築等に係る機能等要件一
覧表）のNo.11及びNo.57に記載のとおり、ゼンリン地図の表示は任意項
目のため、当市はゼンリン住宅地図のライセンス数について定めておりま
せん。

4

仕様書 P.2
４業務内容(6)
現行システムか
らのデータ移行
及び調整
②移行対象デー
タ

市街灯、カーブミラー、道路標識等、街路樹（高木・低木）はすべて位置情報として緯度、経度の情報が提供されるという
理解で良いでしょうか。緯度、経度ではない場合は、どのような情報が提供されるでしょうか。

緯度、経度の情報を提供します。

5

仕様書 P.2
４業務内容(6)
現行システムか
らのデータ移行
及び調整
④データ移行の
期日

「委託者が指示する期日」とありますが、おおよその時期をご提示頂けないでしょうか。 委託者、受託者及び移行データ作成事業者との協議の上決定します。

6

機能要件一覧表
9地図機能

「大津市道の各路線名を表示または確認できること」とありますが、属性データとして路線名等を保有したshpファイルが
提供されるという理解で良いでしょうか。shpファイルの属性データではない場合、路線名等のデータはどのように提供さ
れるでしょうか。

路線名等を保有したshpファイルを提供します。

7

機能要件一覧表
10地図機能

「航空写真が表示できること」とありますが、国土地理院がインターネット上で公開提供されている航空写真の表示で良い
でしょうか。

可とします。
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8

別紙３
現行の市街灯の
修繕対応フロー

「通報の受付」、「修繕の指示」について、それぞれ年間の件数についてご教示ください。 年間の件数は、それぞれ約1,000件(直近3年間の実績)です。

9

仕様書P1—4—
(2)—④

パソコンのライセンス数は10ライセンスと言う事ですが、接続し、実運用するPCの台数も10台と考えればよろしかったで
しょうか？

パソコンでの最大同時接続数はライセンス数のとおり10ですが、現状、本
システムを使用するパソコンの台数については38台を想定しております。
なお、本システムを使用するパソコンの台数は大津市建設部道路・河川管
理課の職員数によって変動します。

10

・仕様書P4—8
—(1)(2)
・様式第6号

仕様書と様式の技術者名称が異なります（仕様書：管理技術者・照査技術者、担当技術者、様式：責任者・主担当・その他
担当）どちらが正しいのか？様式を修正して良いのか？ご教授ください。

実施体制（様式第６号）の「本利用において担当する内容」の欄に管理技
術者、照査技術者、担当技術者などを記載してください。

11
仕様書P4 仕様書記載の管理技術者要件の必要な同種実績（1件以上）は、どこに記載して証明をすれば良いのか？ご教授ください。 実績が分かる任意の資料を提出してください。

12

・実施要領P4
—8—(1)オ
・様式第5号

実施要領には「TECRIS 登録された契約書の写し等を添付すること」と表記が有り、また様式第5号には「契約書の写しを
添付すること」との表記が有りますが、様式第5号に該当する件数分のテクリスのみの添付が有れば良い、と理解・解釈し
ても問題ないでしょうか？

契約書の写しが必要です。

13

様式第4号「見
積書」について

見積書には特に内訳等の添付は必要無いでしょうか？また、表記の「運用支援業務に係る費用」とは「利用料」の事で、
「令和8年度の運用支援業務に係る費用」、とは既存システム終了後の数か月分の利用料を指す、と考えさせて宜しいで
しょうか？

お見込みのとおりです。

14

様式第９号「ク
ラウドサービス
要件・適用状況
一覧」

「適合状況が〇の場合は根拠資料を提出してください。」とのことですが、B-2、B-4、E-1、F-1、G-3、G-4、はどのよう
な資料を提出すれば良いでしょうか？ご教授ください。

それぞれの項目について、内容を説明できる資料を提出してください。
資料は文書による説明のみでも可とします。項目によっては資料の内容と
「状況説明」欄の内容が重複することが考えられますので、その場合は
「状況説明」欄については「別添資料参照」などと記載しても可としま
す。

15

様式第９号「ク
ラウドサービス
要件・適用状況
一覧」

適合状況について現在「〇」「×」の2つしか選択出来ませんが、「調査したが不明」という項目を選択出来るように調整
いただけないでしょうか？（※ちなみに弊社ではA—10、G—3がこれに該当します）

様式第９号 「クラウドサービス要件・適用状況一覧」の「状況説明」の
欄に調査内容などを記載し、「〇」または「×」については空欄でも可と
します。

16

様式第4号の見
積書

・当社はSaaS型のクラウドサービスで提案予定しておりますが、令和8年度から令和12年度までのクラウドサービス利用料
は、パッケージ費用ならびに運用支援業務に係る費用として見積ればよろしいでしょうか。（基本、パッケージ費用はあり
ません）
・見積書内訳のパッケージ費用、カスタマイズ費用、初期導入費用、運用支援に係る費用明細の提出は不要との認識でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。



17

様式第5号の事
業実績調書なら
びに様式第6号
の実施体制

本利用の利用とは、クラウドサービスの利用との認識でよろしいでしょうか。
様式第５号については、クラウドサービスに限りません。
様式第６号については、本業務に関する実施体制について記載してくださ
い。

18
様式第8号の
No18地図機能

「地図上にラインやポリゴン等を描画できること。」というのは、任意のラインや図形を利用者が作図できる機能でしょう
か。それとも登録されているデータを地図上に表示するのみでしょうか。

任意のラインや図形を利用者が作図できる機能です。

19

様式第8号の
No41その他道
路施設台帳機能

「施設ごとに各種ファイル（jpg、pdf、xlsx、docx等）が登録できること。」とございますが、各種ファイルを表示できる
環境は大津市様にてご用意いただけますでしょうか。

各種ファイルを表示できる環境は当市にて用意します。

20

仕様書の2～3
頁データ移行全
般

・「移行データ作成事業者」とは、委託者・受注者以外の業者のことでしょうか。
・データ移行にあたっては、委託書を通して移行データ作成事業者への質疑、応答の対応は頂けますでしょうか。
・移行データ作成事業者に対して、基本受託者から費用の支払いは発生しないとの認識でよろしいでしょうか。
・現行システムからのデータ抽出方法について想定されている方法をご教示ください。 例）現行システムのデータベース
を直接操作してエクスポートする、現行システムの機能によりエクスポートする、移行データ作成事業者より貸与する等

移行データ作成事業者とは、現在移行対象データを保持している委託者以
外の業者です。
データ移行の際の対応について、受託者と移行データ作成事業者の協議の
上で決定します。
移行データ作成事業者に対して、受託者からの費用の支払いについては発
生しない想定です。
現行システムからのデータ抽出方法については、受託者と移行データ作成
事業者の協議の上で決定する想定をしております。

21

実施要領の5頁
のデモンスト
レーション

プレゼンテーション実施事業者に選定された場合は、デモンストレーションはNTTドコモのLTEまたは5Gでクラウドサービ
スに接続して実施をさせて頂きたく、NTTドコモの通信が可能な場所でのデモンストレーションは可能でしょうか。

プレゼンテーション会場における通信環境は各社にてご準備ください。

22
企画提案書作成
要領の2頁

プレゼンテーション実施事業者に選定された場合は、事業者名や事業者名が特定できる内容の発言、プレゼンテーションな
らびに名札等の着用は禁止でしょうか。

お見込みのとおりです。

23
仕様書

本システムの利用ユーザは、大津市市民、大津市職員、大津電気事業協同組合および組合員という想定でよろしいでしょう
か。

大津市建設部道路・河川管理課の職員のみのシステム利用を想定していま
す。

24
仕様書

仕様書内に記載されているスマートデバイスとは、具体的にどのような機器（タブレット端末・スマートフォンなど）を想
定されていますでしょうか。

タブレット端末及びスマートフォンを想定しています。

25

様式第8号機能
要件一覧表

「現行の市街灯の修繕対応フローを参考に当該市街灯の台帳に反映できること」とあるが、大津電気事業協同組合が本シス
テムを利用できる可能な場合は、メールの送受信でやり取りしている処理はシステム上での処理に置き換えてよろしいで
しょうか。

大津市建設部道路・河川管理課の職員のみのシステム利用を想定していま
すので、不可とします。

26

公募型プロポー
ザル方式による
業者選定実施公
告公告

共同企業体（JV）での参加する場合、２参加資格（3）市町村税は、構成企業の代表企業が条件を満たしておれば問題ない
でしょうか。

全ての構成企業が参加資格を満たす必要があります。



27

公募型プロポー
ザル実施要領
10 審査方法
（2）2次審査

プレゼンテーションはシステムのメーカー担当者にてデモンストレーション予定しておりますが、問題ありませんでしょう
か。問題ない場合は実施体制表に記載しても宜しいでしょうか。

問題ありません。

28

様式第１号～第
６号

共同企業体（JV）での参加する場合、代表企業ではない構成員が必要な提出書類をご提示いただけますでしょうか。
また、共同企業体（JV）での参加する場合、各様式の住所や商号又は名称等はどのように記載すればよろしいでしょうか。

共同企業体（JV）での参加の場合、代表企業と構成員全てについて、それ
ぞれ様式第２号及び第３号を作成してください。
また、代表企業と構成員全てについて、大津市競争入札参加資格者名簿に
登録がない場合にあっては、次に掲げる書類を提出してください。
ａ 直近年度の市町村税（本店所在地分及び本市分（支店、営業所等が大
津市に存する場合に限る。））及び消費税の納税証明書（写し可）（滞納
がないことを確認できるもの）
ｂ 法人の場合にあっては履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）(写し
可)、役員名簿及び委任状（本店から委任を受けて支店、営業所等におい
て参加申込みを行う場合に限る。）、個人の場合にあっては身分証明書の
写し

様式第１号、第４号、第５号、第６号については、共同企業体（JV）での
名称等を記載してください。
様式第５号については、当初契約時における契約者が、共同企業体（JV）
であるか、代表企業であるか、あるいは構成員であるか等を「名称・概
要」欄に記載してください。
また、以下の書類を追加で作成して提出してください。
・共同企業体（JV）の名称、代表企業及び構成員の住所又は所在地、商号
又は名称、代表職氏名が分かる書類（様式は任意）
・委任状（本件への参加に関する件や契約に関する件を構成員から代表企
業へ委任する旨が記載された書類（様式は任意）

29 様式第１号 申込者は、契約を行う営業所名か、本社名のどちらを記載したらよろしいでしょうか。 契約を行うのが営業所であれば、営業所名を記載してください。
30 様式第２号 住所・氏名・生年月日は、契約を行う営業所名か、本社名のどちらを記載したらよろしいでしょうか。 契約を行うのが営業所であれば、営業所名を記載してください。

31
様式第３号

業務責任者は参加申込みに係る担当者の連絡先と同一でよろしいでしょうか。本業務に係る管理技術者を明記した方がよろ
しいでしょうか。

同一でも問題ありません。

32
様式第４号 見
積書 内訳

データ移行は及び調整作業費は、初期費用として分類してよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

33
様式6号 実施
体制表

実施体制表に責任者、主担当、その他の担当と記載が有りますが、特記仕様書̲8技術者の資格要件等には管理、照査技術者
が求められております。管理および照査技術者は、実施体制表にどの様に記載すれば宜しいでしょうか。

実施体制（様式第６号）の「本利用において担当する内容」の欄に管理技
術者、照査技術者などを記載してください。

34
別紙１、２

本業務にて管理を行う道路施設を地図上に表示する際、地点（ポイント）ではなく、面（エリア）で登録する必要はありま
すでしょうか。

必須項目ではありませんが、面（エリア）での登録も可能であることが望
ましいです。

35
別紙３

修繕対応フローで大津電気事業協同組合様から作業完了時に送付されたExcelを手動でシステムに読み込み、システムへ登
録する流れで問題ないでしょうか。

問題ありません。



36

仕様書 ４ (５)
⑦

今回ご提案を行うシステムでは、スマートデバイス利用時に電波が入らない場所での対策として、アプリ内DBや一時
キャッシュにデータ保持する仕組みとなっています。
サーバへデータ登録された状態で端末側のデータは消去される仕様となりますが問題ありませんでしょうか。

問題ありません。

37

仕様書 ４ (５)
①④⑤

「データセンターの保守管理を行うこと」の記載がありますが、データセンターの保守管理は、データセンター事業者の責
任範囲となり、データセンター利用者（弊社）にて保守管理ができないことが予想されます。つきましては、データセン
ター事業者側での保守管理という認識で問題ないでしょうか。

問題ありません。


